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申込み者＝受講者の場合も恐れ入りますが申込み者欄及び受講者欄両方へ御記入下さい。

※

業種：









★　個別相談希望　：

２．希望しない

１．希望する

参加申込書記載の情報につきましては、当講座の受講者整理のために使用するほか､場合によっ�

ては、当協会が開催するセミナー等のご案内やアンケートの実施に使用させていただくことが

あります。予めご了承ください。お客様の個人情報を厳重に管理しておりますので外部に開示

することは一切ございません。
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〒     -
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ＦＡＸ









申込み者氏名

所属部課









海外進出日系企業支援制度セミナー





へ 下記申込み致します。�

申込み者

企 業 名
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（財）海外貿易開発協会(以下、ＪＯＤＣ)は、経済産業省等の補助金を受け、海外日系現地法人等に対して、以下の様な種々の支援事業を実施しています。
・ ＯＤＡ事業等の一環として、アジアを中心とした発展途上国（添付の対象国リストをご参照下さい）に対し、日本から専門家(従業員も可)を派遣し人材育成を目的とした『専門家派遣事業』
· 海外進出日系中小企業の経営革新等を支援するため、中小企業診断士等の専門家による企業診断・提言を行う『進出日系中小企業等支援事業』
· 日本の学生及び社会人求職者を、アジアを中心とした海外に進出している日系中小企業に派遣し、就業体験を提供する『海外現地法人インターンシップ事業』
等を実施しています。

今回は、各種支援事業の紹介並びに成果の報告を行い、支援制度の有効性を十分にご理解頂きたく質疑応答に時間を割きたいと思いますので、奮ってご参加賜りたくご案内申し上げます。
お申し込み頂きましたら事前資料と致しまして、ＪＯＤＣ種々支援事業のパンフレットを（社）北九州貿易協会より１社当たり一式ご送付申し上げますので事前にご参照下さい。

1. 開催日　平成22年6月11日　13時30分～17時00分
2. 内　容　　　　　　　 　　　13時00分～13時30分　受付　

13時30分～13時35分　ご挨拶
　　（財）海外貿易開発協会

13時35分～14時20分　ＪＯＤＣ事業紹介
　　（財）海外貿易開発協会 


14時20分～15時00分　基調講演
「進出先で利益を出す経営の着眼点」
～現地企業診断から見えること～
　　中小企業診断士 　末広繁和　氏


15時00分～15時10分　休憩


15時10分～15時40分　質疑応答

15時40分～17時00分　個別相談(希望者対象)
３．場　所　アジア太平洋インポートマート（AIMビル）8階　ＫＴＩ小ホール

　　　　　　※ＪＲ小倉駅北口２Ｆから空中歩道（ペデストリアンデッキ)にて歩５分

４．定　員　先着３０名
５．参加費　無料
６．申込み　次頁申込書に必要事項を記入し、北九州貿易協会へファックス申込み（FAX.093-522-5120）
７．お問合せ　（社）北九州貿易協会　TEL. 093-541-1969  FAX. 093-522-5120
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北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター（KTIセンター）事業


＊本セミナーの問合せ先：（社）北九州貿易協会　０９３－５４１－１９６９
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_1327237524.xls
ＪＯＤＣご案内

		

				　（財）海外貿易開発協会(ＪＯＤＣ)の海外ビジネス支援制度に関する説明会を、以下により
開催いたします。
　ＪＯＤＣでは、ＯＤＡ事業等の一環として、アジアを中心とした発展途上国（添付の対象国リストをご参照下さい）に対する人材育成を通じて産業技術支援を目的とした『専門家派遣事業』を実施しています。
　今回ご紹介する事業は、自社社員等を専門家として海外の子会社、合弁企業、取引先等の関連企業へ派遣できる制度であり、政府補助金のサポートを受けることにより派遣コストを引き下げることが出来る、極めて活用効果の高い、メ

				１．		開催日 カイサイビ				39997.0								0.5625				～		0.5833333333333334				受付 ウケツ

																		0.5833333333333334				～		0.59375				海外ビジネス支援制度の説明 カイガイシエンセイドセツメイ

																		0.59375				～		0.625				専門家派遣事業の説明
 センモンカハケンジギョウセツメイ

																				休憩10分間 キュウケイフンカン

																		0.6319444444444444				～		0.6527777777777778				支援事業活用事例 シエンジギョウカツヨウジレイ

																												サイタホールディングス（株） カブ

																		事例概要：海外関係会社への技術指導専門家派遣実例 ジレイガイヨウカイガイカンケイガイシャギジュツシドウセンモンカハケンジツレイ

																		0.6527777777777778				～		0.6666666666666666				質疑応答 シツギオウトウ

																		0.6666666666666666				～		0.7083333333333334				個別相談会 コベツソウダンカイ

				２．		場　所 バショ				アジア太平洋インポートマート(AIMﾋﾞﾙ)８階　ＫＴＩ小ホール タイヘイヨウカイショウ

										※ＪＲ小倉駅北口２Ｆから空中歩道(ペデストリアンデッキ)にて歩５分 コクラエキキタグチクウチュウホドウホフン

				３．		定　員 ジョンイン				　先着 50 名 センチャクメイ

				４．		参加費 サンカヒ				無　料 ムリョウ

				５．		締切り シメキ				39990.0

										※定員になり次第締切り テイインシダイシメキ

				６．		申込み モウシコ				次頁申込書に必要事項を記入し、当協会へファックス申込み（FAX.093-522-5120） ジページモウシコミショヒツヨウジコウキニュウトウキョウカイモウシコ

				７．		問合せ トイアワ				（社）北九州貿易協会 シャキタ										電話 デンワ		093-541-1969						FAX.		093-522-5120

				８．		その他 タ				個別相談を希望される企業様は、申込み書に希望の有無をお書きください。
　また、お送りするＪＯＤＣパンフレットに入っている調査票に判る範囲で御記入頂き、説明会前にＪＯＤＣ迄お送り頂ければより具体的な御相談に対応することができます。
　なお、個別相談は、当日付けも可能です。 コベツソウダンキボウキギョウサマモウシコショキボウウムカオクハイチョウサヒョウワカハンイゴキニュウイタダセツメイカイマエグタイテキゴソウダンタイオウコベツソウダン

										※記入に関してのお問合せは、（財）海外貿易開発協会(ＪＯＤＣ)企画・調整グループの池田・笠井迄お問合せ下さい。 キニュウカントイアワザイカイガイボウエキカイハツキョウカイキカクチョウセイイケダカサイマデ

										　　　電話：03-3549-3050　FAX.：03-3549-3055　　URL： デンワ																						http://www.jodc.or.jp

				海外進出日系企業支援制度セミナー																						へ 下記申込み致します。 カキモウシコイタ

				申込み者 モウシコシャ

				企 業 名 クワダギョウメイ

				所属部課 ショゾクブカ																						役職 ヤクショク

				ふ り が な																						メール
 アドレス				＠

				申込み者氏名 モウシコシャシメイ

				電話番号 デンワバンゴウ																						ＦＡＸ

				住　所 ジュウショ						〒     -       

　

				※		申込み者＝受講者の場合も恐れ入りますが申込み者欄及び受講者欄両方へ御記入下さい。 モウシコシャジュコウシャバアイオソイモウシコシャランオヨジュコウシャランリョウホウゴキニュウクダ

				受　講　者 ウケコウシャ

				所 属 部 課 トコロゾクブカ												役　職 エキショク												氏　名 シメイ

				★　個別相談希望　： コベツソウダンキボウ												１．希望する キボウ												２．希望しない キボウ

				派遣対象国： ハケンタイショウコク																		業種： ギョウシュ

				※		参加申込書記載の情報につきましては、当講座の受講者整理のために使用するほか､場合によっては、当協会が開催するセミナー等のご案内やアンケートの実施に使用させていただくことがあります。予めご了承ください。お客様の個人情報を厳重に管理しておりますので外部に開示することは一切ございません。



&C&P / &N

『ＪＯＤＣ海外ビジネス支援制度説明会』のご案内

北九州貿易・投資ワンストップサービスセンター（KTIセンター）事業
＊本説明会の問合せ先：（社）北九州貿易協会　０９３－５４１－１９６９
　　　　　　　　

http://www.jodc.or.jp









※１後発開発途上国


（ＬＤＣ：５０ヵ国）


低所得国


※２


（＄745以下）


　　 （＄825以下）


低中所得国


（＄746～＄2,975）


（＄826～＄3,255）


高中所得国


（＄2,976～＄9,205）


（＄3,255～＄10,065）


アフガニスタン カメルーン アルバニア アンギラ


アンゴラ コンゴ共和国 アルジェリア アンティグア・バーブーダ


バングラデシュ コートジボワール アルメニア アルゼンチン


ベナン ガーナ アゼルバイジャン バルバドス


ブータン インド ベラルーシ ベリーズ


ブルキナファソ ケニア ボリビア ボツワナ


ブルンジ 北朝鮮 ボスニアヘルツェゴビナ チリ


カンボジア キルギス ブラジル クック諸島


カーボヴェルデ モルドバ 中国 コスタリカ


中央アフリカ モンゴル コロンビア クロアチア


チャド ニカラグア キューバ ドミニカ国


コモロ ナイジェリア ドミニカ共和国 ガボン


コンゴ民主共和国 パキスタン エクアドル グレナダ


ジブチ パプアニューギニア エジプト レバノン


赤道ギニア タジキスタン エルサルバドル リビア


エリトリア ウズベキスタン フィジー マレーシア


エチオピア ベトナム グルジア モーリシャス


ガンビア ジンバブエ グアテマラ マイヨット島


ギニア ガイアナ メキシコ


ギニアビサウ ホンジュラス モントセラト


ハイチ インドネシア ナウル


キリバス イラン オマーン


ラオス イラク パラオ


レソト ジャマイカ パナマ


リベリア ヨルダン セーシェル


マダガスカル カザフスタン 南アフリカ共和国


マラウイ マケドニア セントヘレナ


モルディブ マーシャル ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰ・ﾈｰｳﾞｨｽ


マリ ミクロネシア セントルシア


モーリタニア モロッコ セントビンセント


モザンビーク ナミビア トリニダード・トバゴ


ミャンマー ニウエ トルコ


ネパール パレスチナ自治体 タークス・カイコス


ニジェール パラグアイ ウルグアイ


ルワンダ ペルー ベネズエラ


サモア フィリピン


サントメ・プリンシペ セルビア・モンテネグロ


シエラレオネ スリランカ


セネガル スリナム


ソロモン スワジランド


ソマリア シリア


スーダン タイ


タンザニア トケラウ諸島


東ティモール トンガ


トーゴ チュニジア


ツバル トルクメニスタン


ウガンダ ウクライナ


バヌアツ ワリス・フツナ


イエメン


ザンビア


前項ＯＤＡ型事業対象国に加えて、韓国、台湾、シンガポール、香港等が対象になります。


専門家派遣制度対象国


１．ＯＤＡ型専門家派遣事業対象国


２．中小企業国際展開等円滑化推進事業対象国





